
第４回 定 例 教 育 委 員 会 議 案

                   と き  令和５年４月１４日  

午後３時３０分  

 ところ  生涯学習センターぽろろ

３階研修室   

 １  開 会 宣 言

 ２  委員の出席報告

 ３  会議録署名委員の指名

 ４  前回会議録の確認

 ５  教育長一般行政報告

 ６  内 容

報告第９号  第１回議会定例会一般質問について 

報告第１０号 令和５年度一般会計予算（教育費等）について 

報告第１１号 令和５年度南幌町学校教育の推進について 

議案第９号  南幌町いじめ問題専門委員会委員委嘱について 

議案第１０号 独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収

に関する規則について

そ の 他 

７  そ の 他

教育委員会行事予定について

次回教育委員会の開催日程について

８  閉   会
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令和5年3月17日～令和5年4月13日

日　付 内　　　　　　　　　　　　　容 出　席　者

3月17日 第３回定例教育委員会
教育長、久保委員、武田委
員、古道委員、伊藤委員

南幌養護学校小学部・中学部卒業式 教育長

3月18日 文化協会５０周年記念式典 教育長

3月20日 南幌小学校卒業式
教育長、武田委員、古道委
員、伊藤委員

3月24日 第３回社会教育審議会 教育長

3月27日 課長等会議 教育長

4月3日 辞令交付式 教育長

4月4日 教職員辞令交付式
教育長、久保委員、武田委
員、古道委員

臨時校長教頭会議 教育長

4月6日 南幌小・中学校入学式
教育長、久保委員、古道委
員、伊藤委員

4月11日 南幌養護学校小学部・中学部入学式 教育長

南幌養護学校高等部入学式 武田委員

令和５年度第１回空知管内市町教育委員会教育長会議 教育長

令和５年度第１回北海道第５採択地区教科用図書採択教育委員会協議会 教育長

4月12日 校長・教頭会議 教育長

教育長一般行政報告
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報告第９号

   第１回議会定例会一般質問について

 第１回議会定例会一般質問について、次のとおり報告する。

記
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報告第１０号 

令和５年度一般会計予算（教育費等）について 

令和５年度一般会計予算（教育費等）について、次のとおり報告する。 

                   記
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報告第１１号 

令和５年度南幌町学校教育の推進について 

令和５年度南幌町学校教育の推進について、次のとおり報告する。 

                   記
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議案第９号 

南幌町いじめ問題専門委員会委員の委嘱について

 次の者を南幌町いじめ問題専門委員会委員に委嘱したいので、南幌町いじめ

問題専門委員会条例（平成２７年南幌町条例第２号）第３条第２項に基づき教育

委員会の同意を求める。

令和５年４月１４日提出

南幌町教育委員会教育長 西田 篤人

記

候補者名   別紙候補者名簿のとおり

委嘱期間   令和５年４月１５日から令和７年３月３１日まで

提案理由

 委員の委嘱期間満了に伴い、本案を提案するものである。
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南幌町いじめ問題専門委員会委員名簿 

職 名 等 氏  名 備 考 

学識経験者（法律） 平
ひら

 野
の

 美
み

 里
さと
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議案第１０号

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則の 

制定について 

独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則を次の

ように制定する。 

令和５年４月１４日提出 

南幌町教育委員会教育長 西 田 篤 人 

記 
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独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法（平成１４年法

律第１６２号）第１７条第４項の規定に基づき、南幌町立の小学校及び中学校

の児童又は生徒の保護者から徴収する共済掛金（以下「保護者掛金」という。）

の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

（徴収する共済掛金の額）

第２条 保護者掛金の額は、毎年度南幌町立の小学校及び中学校の児童又は生

徒１人につき独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令（平成１５年

政令第３６９号）第７条第１号に規定する共済掛金の額の１０分の５の額と

する。

（共済掛金の徴収免除）

第３条 保護者が、次の各号に該当するときは、前条の規定にかかわらず、保護

者の掛金は免除する。

（１） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第６条第２項に規定

する要保護者

（２） 前号に規定する要保護者と同程度に困窮していると、町長が

認める者

（３） その他町長が認める者

（その他）

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定め

 る。

附 則

 （施行期日）

１ この規則は、公布の日から施行し、令和５年４月１日から適用する。

 （共済掛金の特例）

２ 当分の間、この規則の規定にかかわらず、保護者掛金は、徴収しない。

提案理由 

 独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付契約に係る共済掛金の

うち保護者が負担する割合について定めるため、本案を提案するものである。 



9 

教 育 委 員 会 5 月 行 事 予 定 表

（学校教育グループ・給食センター）

日 　行　　　事 　　内　　　容 時間 場　所 日 　行　　　事 　　内　　　容 時間 場　所

月 水

開校記念日 南幌小・中学校

火 木

水 金

木 土

金 日

土 月

第１回生徒指導連絡会議

日 火

定例校長教頭会議 9:30 中学校

月 水

火 木

中学校体育祭 南幌中学校

水 金

木 土

金 日

土 月

日 火

月 水

火

16

30

31

24

25

26

27

28

2913

14

15

10

11

12

17

18

19

20

21

22

237

8

9

6

1

2

3

4

5
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日 曜日 事業名等 時間 場所 日 曜日 事業名等 時間 場所
町民プールオープン 町民プール さわやかカレッジ開講式 9:30～11：30 ぽろろ

フィットネス教室（ソフトエアロ） 10:00-11:10 スポーツセンター

アクアエクササイズ 19:00～20：00 町民プール
ジュニアアスリートクラブ 16:00～17：00 スポーツセンター

小１～２スイミングスクール 16:00～17：00 町民プール

フィットネス教室（ヨガ） 14:00-14:45 スポーツセンター
フィットネス教室（エアロ） 17:20-20:30 スポーツセンター

３年以上スイミングスクール 16:00～17：00 町民プール
町民スイミングスクール 19:00～20：00 町民プール
あそびの達人教室 放課後～16：30 南幌小学校

フィットネス教室（ヨガ） 14:00-14:45 スポーツセンター
フィットネス教室（エアロ） 17:20-20:30 スポーツセンター フィットネス教室（ソフトエアロ） 10:00-11:10 スポーツセンター

アクアエクササイズ 19:00～20：00 町民プール
あそびの達人教室 放課後～16：30 南幌小学校 ジュニアアスリートクラブ 16:00～17：00 スポーツセンター

フィットネス教室（ソフトエアロ） 10:00-11:10 スポーツセンター 小１～２スイミングスクール 16:00～17：00 町民プール

ジュニアアスリートクラブ 16:00～17：00 スポーツセンター

フィットネス教室（ヨガ） 14:00-14:45 スポーツセンター
フィットネス教室（エアロ） 17:20-20:30 スポーツセンター

小３以上スイミングスクール 16:00～17：00 町民プール
町民スイミングスクール 19:00～20：00 町民プール
あそびの達人教室 放課後～16：30 南幌小学校
さわやかカレッジ　社会奉仕活動 9:30～11：30 ぽろろ

フィットネス教室（ヨガ） 14:00-14:45 スポーツセンター
フィットネス教室（エアロ） 17:20-20:30 スポーツセンター フィットネス教室（ソフトエアロ） 10:00-11:10 スポーツセンター

小３以上スイミングスクール 16:00～17：00 町民プール
町民スイミングスクール 19:00～20：00 町民プール
あそびの達人教室 放課後～16：30 南幌小学校

火

月15

16

日

31 水

14

月

火

4

5

6

7

木

金

土

日

8

9

水

木

金

20 土

月1

2

3

火

水

18 木

17 水

令和５年度　社会教育事業日程表【5月】

30 火

19 金

水

25 木

26

21 日

22 月

23 火

24

金10

11
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13

土

28 日

29 月

27

土


